保険医療機関・保険薬局指定申請書　添付書類

	１　保険医・保険薬剤師の氏名等

	
	（フリガナ）
氏　　　　　名
	医籍等登録番号
	保険医又は保険薬剤師
の登録の記号及び番号
	常勤･非常勤の別
	担当診療科
	

	
	
	
	
	常　勤 ・ 非常勤
	
	

	
	
	
	
	常　勤 ・ 非常勤
	
	

	
	
	
	
	常　勤 ・ 非常勤
	
	

	 　注１　病院・診療所にあっては、管理者を除く保険医の氏名等を記載すること。また、薬局にあっては、管理薬剤師を除く保険薬剤師の氏名等を記載すること。なお、氏名は戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いること。
 　注２　担当診療科が複数ある場合には、主たる診療科を最初に記載すること。また、科目名の間を
一文字空けて記載すること。
注３　欄が足りない場合は、上記の記載事項を記入したもの（様式はＡ４縦）を別紙として本様式に添えて提出すること。
２ １に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数

	
	医　　　　　師
	歯　科　医　師
	薬　　剤　　師
	

	
	人

	人

	人

	

	３　看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数

	
	看　　護　　師
	准　看　護　師
	看 護 補 助 者
	

	
	                   　人
	人
	 　             　　　  人
	

	　注　病院又は療養病床を有する診療所のみ記載すること。

４　診療時間（開局時間）
	


　注　保険医療機関（保険薬局）の指定後に予定している診療時間（開局時間）について、通常週（年末
年始、祭日がない一週間）の状況が分かるように記載すること。
５　遡及申請の有無及び区分　
　
有　・　無　（有の場合は、下記の該当する番号に○をつけること。）

注　それぞれの第三者の利害関係に不利益を与えるおそれが全くないときに限るものであること。
（１）保険医療機関等に指定された後、当該病院若しくは診療所の開設者に異動（死亡等により）があって、新たに指定を受ける場合。
（２）同一施設において単に開設者変更が（死亡以外の理由）があったのみで、患者は引き続き入院その他の治療を受けている場合。なお、開設者の変更とは次の場合である。
①前開設者死亡、病気等のため血族、その他勤務する保険医が引き続き開設者となって診療を継続する場合。
②個人から法人組織に、又は法人組織から個人に変更となった場合。
（３）診療所を至近に移転し、同日付で新旧診療所を開廃して、入院その他の診療を引き続き行っている場合
（移転後の診療所と移転前の診療所との距離が至近の場合に限る。）
（４）保険医療機関が病院から診療所に、又は診療所から病院に組織変更となった場合で、患者が引き続い
て診療を受けている場合
（５）保険医療機関等が至近に移転し同日付けで新旧医療機関等を開設・廃止した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合


※　病院の場合は「使用許可書」、診療所の場合は「使用許可証」又は「許可証」若しくは「届書」、国の
開設する病院又は診療所の場合は「承認書」又は「通知書」、薬局の場合は「許可証」のそれぞれの写
しを添付すること
